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水
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水
道
業
務
係

�
☎
７
７
４

－

３
１
４
１

水
道
料
金
福
祉
減
免
制
度

減
免
対
象
と
な
る
契
約
者

　
市
内
に
住
所
が
あ
る
市
県
民
税

非
課
税
世
帯
か
つ
、
高
齢
者
（
申

請
時
に
満
６５
歳
以
上
）
の
み
で
生

活
し
て
い
る
世
帯
。
た
だ
し
、
世

帯
員
す
べ
て
が
長
期
入
院
や
施
設

入
所
し
て
い
る
世
帯
、
生
活
保
護

世
帯
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

水道料金と減免後料金
単位 減免前の月額 減免後の月額

基本料金 10㎥まで 2,200円 1,050円

超過料金
10㎥を超える
１㎥につき
（5,000㎥まで）

241円

※一般用水道も旧簡易水道も同額です。5,000㎥を超える超
過料金、温泉旅館用・公衆浴場用・臨時用は別に定めがあ
ります

減
免
の
額

毎
月
の
基
本
料
金
が
２
，２
０

０
円
か
ら
１
，０
５
０
円
に
減

額
に
な
り
ま
す
。

申
込
み

申
込
書
（
水
道
課
、
市
民
課
、

大
和
市
民
セ
ン
タ
ー
、
上
下
水

道
料
金
セ
ン
タ
ー
で
配
布
）
と
、

世
帯
全
員
分
の
課
税
証
明
書

（
委
任
状
に
よ
る
代
理
申
請
も

可
）
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
減
免
を
受
け
て
い
る
人

は
、
再
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
秘
書
広
報
課
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市
民
カ
メ
ラ
マ
ン
募
集

　
市
内
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
取
材

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
市
民
カ
メ

ラ
マ
ン
」
を
募
集
し
ま
す
。

　
市
の
魅
力
を
発
信
す
る
た
め
に
、

あ
な
た
も
市
報
づ
く
り
な
ど
に
参

加
し
ま
せ
ん
か
？

活 

動
内
容　
市
報
や
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
な
ど
に
掲
載
す
る
写
真
の

撮
影
、
取
材
記
事
の
作
成
な
ど

※

取
材
に
必
要
な
カ
メ
ラ
な
ど
の

機
材
、
消
耗
品
、
交
通
費
な
ど

の
費
用
は
自
己
負
担
で
す

対 

象　
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
取

材
に
必
要
な
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ

を
所
有
し
て
い
る
１８
歳
以
上

定
員　
８
人

申 

込
み　
申
込
書
（
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
と

顔
写
真
（
縦
４
．５
㎝
×
横
３
．

５
㎝
）
１
枚
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　

 

南
魚
沼
市
ま
ち
づ
く
り
推

進
機
構
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南
魚
沼
市
採
用
戦
略
会
議

　
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
が
社

会
問
題
と
な
っ
て
い
る
中
、
企
業

の
人
材
確
保
が
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
企
業
が
市
内
全
体
で
連
携

し
、
採
用
課
題
の
共
有
化
、
効
果

的
な
採
用
活
動
の
学
び
合
い
か
ら
、

満
足
の
い
く
採
用
実
績
を
積
み
上

げ
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
ま
す
。

　
来
年
度
以
降
の
採
用
活
動
を
戦

略
的
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

ぜ
ひ
、
お
こ
し
く
だ
さ
い
。
事
前

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
程　
６
月
２０
日
㈭

　
午
後
３
時
３０
分
～
５
時

会
場　
ほ
て
る
木
の
芽
坂

対 

象
　
採
用
を
考
え
て
い
る
市
内
企
業

締
切
り　
６
月
１０
日
㈪

【
問
合
せ
・
相
談
】

　
新
潟
県
長
岡
労
働
相
談
所
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（
労
働
相
談
専
用
電
話
）

休
日
労
働
相
談
会

　
労
働
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩

み
に
、
労
働
基
準
監
督
署
職
員
、

社
会
保
険
労
務
士
や
労
働
相
談
所

職
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談

無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

日
時　
６
月
２３
日
㈰

　
午
後
１
時
～
４
時
３０
分

相
談
方
法　
面
談
か
電
話

※
面
談
は
予
約
優
先

会 

場　
新
潟
県
長
岡
労
働
相
談
所

〔
長
岡
市
沖
田

長
岡
地
域
振
興

局
内
〕

※

祝
日
を
除
く
月
～
金
曜
日
、
午

前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分

に
も
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す

【
問
合
せ
】
南
魚
沼
地
域
振
興

局 

地
域
整
備
部 

治
水
課
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建
設
課 

維
持
管
理
班
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６
月
は

「
土
砂
災
害
防
止
月
間
」

　
梅
雨
時
期
は
、
雨
量
が
多
く
土

砂
災
害
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま

す
。
日
ご
ろ
か
ら
気
象
情
報
な
ど

に
注
意
し
、
避
難
場
所
を
確
認
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。
大
雨
の
際
は
、

地
方
気
象
台
が
発
表
す
る
「
土
砂

災
害
警
戒
情
報
」
に
注
意
し
、
危

険
を
感
じ
た
ら
す
ぐ
に
避
難
し
て

く
だ
さ
い
。
山
や
崖
、
川
な
ど
で

異
常
な
箇
所
を
見
つ
け
た
ら
、
地

域
振
興
局
か
、
建
設
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係
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メ
ー
ル
：syougai@

city.
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新
潟
県
お
も
い
や
り
駐
車
場

制
度

　
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど

の
障
が
い
者
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
、

歩
行
の
困
難
な
人
が
利
用
し
や
す

く
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。
ス

テ
ッ
カ
ー
の
あ
る
駐
車
場
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

対
象
者　

障
が
い
者
・
高
齢
者
・
妊
産
婦

の
人
な
ど
、
歩
行
が
困
難
、
ま

た
は
歩
行
に
配
慮
が
必
要
な
人

※

等
級
な
ど
制
限
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
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